
令和５年４月１日現在

自治体名 事業名
総事業費

（うち交付金所要額）
補助率 事業概要

977 万円
(607 万円)

3,000 万円
(1,959 万円)

317 万円
(158 万円)

1,960 万円
(1,008 万円)

244 万円
(122 万円)

345 万円
(172 万円)

456 万円
(228 万円)

166 万円
(83 万円)

74 万円
(37 万円)

123 万円
(82 万円)

300 万円
(225 万円)

7,962 万円
(4,681 万円)

地域少子化対策重点推進交付金　活用状況【大分県】

１．地域少子化対策重点推進事業

大分県

【重点メニュー】
おおいた出会い応援事業

 3/4

県内市町村と連携し、以下の取組を行うもの。
①県結婚支援センター「OITAえんむす部出会いサポートセン
ター」の広報
②企業間婚活イベントの実施
③オンライン婚活セミナーの実施

OITAえんむす部出会いサポートセ
ンター運営事業

 2/3

結婚支援センターの運営として以下の取組等を行うもの。
①1対1のお見合い支援
②民間団体が実施する婚活イベントに関する情報発信
③会員へのフォローの質向上のためのスタッフ研修

病児保育充実事業  1/2

県内の病児保育施設の連絡先や空き状況などをスマホ等で
いつでも確認できるICTシステムの導入について、未導入の
施設に働きかけを行うとともに、施設の相互利用を可能とし
たことによって必要となった各市町村の協定金の算定を自動
計算で行うことが出来るよう実証実験をするもの。

【重点メニュー】
イクボス・男性の子育て参画推進事
業

 2/3
仕事と家庭の両立を応援する「イクボス宣言企業」の新規開
拓や周知広報を実施するとともに、イクボスと父親の意見交
換会や企業に対する父親向け出前講座等を開催するもの。

妊活関連啓発事業  1/2

若い世代に対して、プレコンセプションケアについて知る機会
を提供するため、妊娠や不妊、正しい生活習慣等に関する動
画を作成するとともに、早期の不妊検査受診に向けた広報を
実施するもの。

ライフデザイン創造促進事業  1/2

若者が自身のライフデザインについて考える機会を提供する
ため、将来を考えることの必要性や結婚、出産、子育てなど
に関する同世代の声や経験談等を掲載した啓発冊子を作
成・配付するとともに、出会い・結婚、妊娠・出産、子育て等に
関する同世代の生の声や経験談、県や市町村の支援情報な
どを地元情報誌に掲載するもの。

おおいた子育て応援パスポート魅
力向上事業

 1/2

子育て世帯が協賛店舗で割引サービス等を受けられる「おお
いた子育て応援パスポート」の新たな協賛店舗の開拓を行う
とともに、PR動画を作成し、妊娠中や子育て中の世代に子育
て応援パスポートの周知を行い、登録者の利用の促進を図
るもの。

子育て応援活動人材育成事業  1/2

子育てをする世代を応援する活動を行う「子育て応援活動
リーダー」の養成講座を実施するとともに、子育て応援活動
に興味のある方を対象としたきっかけづくり講座を開催するこ
とで、地域の子育て支援の新たな担い手を創出するもの。

中津市
中津市パパママクラブ地域活動応
援事業

 1/2

子育てに対する不安感や孤立感を払拭するため、子育て中
の親の孤立化を防ぐ役割を果たしているパパママクラブの活
動経費等を助成するとともに、父親サークルや外国人パパマ
マサークルの新たな立ち上げに要する経費等を助成するも
の。

宇佐市 宇佐市婚活応援事業  2/3
出会いや結婚を希望する方を対象に婚活イベント・スキル
アップセミナーを開催するとともに、結婚に対して悩みや不安
を抱えている方を対象に相談会を開催するもの。

豊後大野市 豊後大野市婚活支援事業  3/4

他自治体と連携して、以下の取組を実施するもの。
①市婚活サポーターの研修・交流会・情報交換会の開催
②個別相談会の開催
③婚活イベントの企画・開催
④県が主催するオンライン婚活セミナーへの市婚活サポー
ターの参加

計



○都道府県主導型連携コース

自治体名 事業名
総事業費

（交付金所要額）
補助率 事業概要

330 万円
(220 万円)

903 万円
(602 万円)

1,080 万円
(720 万円)

1,360 万円
(113 万円)

90 万円
(60 万円)

300 万円
(200 万円)

600 万円
(400 万円)

270 万円
(180 万円)

4,933 万円
(2,495 万円)

※１万円未満は切り捨て

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結
婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃､
引越費用等）を支援する地方自治体を対象に、国が地方自
治体による支援額の一部を補助するもの。

≪国の交付要件≫
・夫婦ともに39歳以下かつ夫婦の合計所得500万円未満の
新規に婚姻した世帯(自治体独自要件を設けることも可能)

・補助上限額
夫婦ともに29歳以下：１世帯当たり60万円（国交付金額40万
円）
上記以外：１世帯当たり30万円（国交付金額20万円）

日田市 日田市結婚新生活応援事業  2/3

佐伯市

津久見市 津久見市結婚新生活支援事業  2/3

2．結婚新生活支援事業

中津市 中津市結婚新生活支援事業  2/3

佐伯市結婚新生活支援事業  2/3

臼杵市 臼杵市新婚生活応援事業  2/3

宇佐市 宇佐市結婚新生活応援事業  2/3

豊後大野市 豊後大野市結婚新生活支援事業  2/3

玖珠町 玖珠町結婚新生活支援事業  2/3

計


